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三 

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
矯
正
施
設
の
処
遇
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
の
（
1
）
に
つ
い
て 

御
質
問
に
係
る
国
際
連
合
決
議
等
に
は
、
被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
（
千
九
百
五
十
七
年
（
昭
和
三
十
二
年
）
国
際

連
合
経
済
社
会
理
事
会
承
認
）
、
形
態
を
問
わ
ず
抑
留
又
は
拘
禁
さ
れ
て
い
る
者
の
保
護
に
関
す
る
原
則
（
千
九
百
八
十
八 

年
（
昭
和
六
十
三
年
）
国
際
連
合
総
会
採
択
。
以
下
「
保
護
原
則
」
と
い
う
。
）
及
び
拷
問
及
び
他
の
残
虐
な
、
非
人
道
的 

 
 

 

な
又
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
又
は
刑
罰
か
ら
被
拘
禁
者
及
び
被
抑
留
者
を
保
護
す
る
こ
と
に
お
け
る
保
健
職
員
、
特
に

医
師
の
役
割
に
関
す
る
医
学
倫
理
原
則
（
千
九
百
八
十
二
年
（
昭
和
五
十
七
年
）
国
際
連
合
総
会
採
択
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら

に
は
、
例
え
ば
、
被
拘
禁
者
に
対
し
、
適
切
な
医
療
措
置
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
入
所
時
に
医
師
の
診
断
を
行
う
べ
き

こ
と
等
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

我
が
国
の
行
刑
施
設
に
お
い
て
は
、
疾
病
の
治
療
を
行
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、
生
活
環
境
に
つ
い
て
も
衛
生
上
の
措
置
を

講
ず
る
な
ど
、
被
収
容
者
の
健
康
管
理
及
び
医
療
に
万
全
を
期
し
て
お
り
、
国
際
的
な
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
考
え
て
い

る
。 

一
の
（
2
）
に
つ
い
て 



 

一
の
（
4
）
に
つ
い
て 

一
の
（
3
）
に
つ
い
て 

な
お
、
弁
護
士
会
か
ら
警
告
や
勧
告
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
都
度
事
実
関
係
を
調
査
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
所
要
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
別
表
一
に
掲
げ
た
事
例
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
当
該
施
設
の
処
置
に
不
当
な
点
は
な
い

と
考
え
て
い
る
。 

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
代
用
監
獄
に
お
い
て
は
、
常
勤
の
医
師
及
び
看
護
婦
は
配
置
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
各
施
設
ご
と
に

嘱
託
医
が
指
名
さ
れ
て
お
り
、
月
二
回
、
嘱
託
医
に
よ
る
被
留
置
者
の
定
期
健
康
診
断
を
行
う
と
と
も
に
、
被
留
置
者
が
疾

病
等
の
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
病
院
等
に
護
送
す
る
な
ど
、
被
留
置
者
が
適
切
な
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
し
て
い
る
。 

平
成
十
年
度
に
お
い
て
、
行
刑
施
設
に
配
置
さ
れ
て
い
る
医
療
職
俸
給
表
（
一
）
適
用
職
員
（
医
師
）
の
定
員
及
び
医
療

職
俸
給
表
（
三
）
適
用
職
員
（
看
護
婦
（
士
）
）
の
定
員
は
、
別
表
二
の
と
お
り
で
あ
る
。 

行
刑
施
設
の
被
収
容
者
に
対
す
る
疾
病
の
治
療
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
施
設
の
医
師
が
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
治
療
の
費 

御
質
問
の
よ
う
な
事
例
は
、
調
査
し
た
限
り
、
六
件
あ
り
、
そ
の
概
要
は
、
別
表
一
の
と
お
り
で
あ
る
。 

四 

 



 

一
の
（
6
）
に
つ
い
て 

一
の
（
5
）
に
つ
い
て 

御
質
問
に
係
る
疾
病
は
、
通
常
、
拘
禁
反
応
と
呼
ば
れ
、
長
期
収
容
者
等
に
限
っ
た
疾
病
で
は
な
く
、
そ
の
病
態
も
多
様

で
あ
る
が
、
行
刑
施
設
に
お
い
て
は
、
同
疾
病
患
者
に
対
し
、
精
神
療
法
、
薬
物
療
法
等
の
治
療
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、 

な
お
、
監
獄
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
四
十
二
条
は
「
病
者
医
師
ヲ
指
定
シ
自
費
ヲ
以
テ
治
療
ヲ
補
助

セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
ト
キ
ハ
情
状
二
因
リ
之
ヲ
許
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
定
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
治
療
上
重
要
な
意
味
を

持
つ
と
認
め
ら
れ
る
場
合
等
に
、
施
設
長
の
判
断
に
よ
り
、
被
収
容
者
の
指
定
す
る
医
師
に
よ
る
自
費
治
療
を
許
可
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

行
刑
施
設
に
お
い
て
は
、
慢
性
疾
患
（
生
活
習
慣
病
等
）
の
患
者
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
薬
物
療
法
や
食
事
療
法

を
実
施
し
、
ま
た
、
高
齢
者
の
う
ち
必
要
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
柔
ら
か
く
煮
炊
き
し
た
食
事
の
給
与
、
冬
季

の
衣
類
寝
具
の
増
貸
与
、
定
期
的
な
健
康
診
断
の
実
施
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
、
輪
投
げ
等
の
軽
度
の
運
動
に
よ
る
運
動
量
の
確

保
、
作
業
時
間
の
短
縮
等
の
配
慮
を
し
て
い
る
。 

用
は
、
次
に
述
べ
る
自
費
治
療
の
場
合
を
除
き
、
国
が
負
担
し
て
い
る
。 

五 

 



 

一
の
（
8
）
に
つ
い
て 

一
の
（
7
）
に
つ
い
て 

熊
本
刑
務
所
を
含
め
全
国
の
行
刑
施
設
で
、
夜
間
、
室
内
灯
を
点
灯
さ
せ
て
い
る
が
、
就
寝
時
に
は
睡
眠
の
妨
げ
と
な
ら

な
い
よ
う
照
度
を
落
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
、
職
員
が
巡
回
視
察
等
に
よ
り
被
収
容
者
の
動
静
を
的
確
に
把

握
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

ま
た
、
熊
本
刑
務
所
に
お
い
て
は
、
同
所
に
お
け
る
水
道
水
の
使
用
量
を
節
約
す
る
必
要
性
か
ら
タ
オ
ル
の
洗
浄
に
一
定

の
制
約
を
設
け
て
い
る
が
、
被
収
容
者
か
ら
申
出
が
あ
り
、
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
適
宜
洗
浄
を
認
め
る
な
ど

の
配
慮
を
し
て
お
り
、
特
段
の
問
題
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

熊
本
刑
務
所
に
お
い
て
、
被
収
容
者
に
貸
与
す
る
毛
布
が
年
間
を
通
し
て
同
一
の
規
格
で
あ
り
、
ま
た
、
全
国
の
行
刑
施

設
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
状
況
で
あ
る
が
、
各
施
設
と
も
、
時
候
に
よ
り
毛
布
や
掛
布
団
の
貸
与
枚
数
を
変
更
す
る
な

ど
被
収
容
者
の
健
康
管
理
に
つ
き
適
切
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
お
り
、
夏
季
用
の
寝
具
を
貸
与
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考

え
て
い
る
。 

症
状
が
改
善
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
医
療
刑
務
所
等
に
移
送
の
上
、
更
に
専
門
的
な
治
療
を
実
施
し
て
い
る
。 

六 

 



 

一
の
（
9
）
に
つ
い
て 

二
の
（
2
）
に
つ
い
て 

二
の
（
1
）
に
つ
い
て 

そ
の
一
は
、
弁
護
人
か
ら
被
告
人
あ
て
に
送
付
さ
れ
た
信
書
に
新
聞
記
事
の
写
し
が
同
封
さ
れ
て
い
た
が
、
当
該
同
封
物

は
、
他
の
被
収
容
者
が
施
設
内
で
自
殺
し
た
こ
と
を
報
道
し
た
も
の
で
あ
り
、
自
殺
に
つ
い
て
の
具
体
的
方
法
が
記
載
さ
れ

て
お
り
、
身
柄
の
確
保
と
い
う
未
決
勾こ

う

留
の
目
的
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
同
封
物
の
交
付
を

不
許
可
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

総
務
庁
か
ら
の
受
刑
者
の
面
会
に
つ
い
て
の
勧
告
を
受
け
、
調
査
時
に
お
い
て
、
面
会
受
付
終
了
時
刻
を
午
後
三
時
三
十

分
と
し
て
い
た
刑
務
所
十
施
設
に
つ
き
、
面
会
受
付
終
了
時
刻
を
午
後
四
時
ま
で
延
長
す
る
措
置
が
採
ら
れ
、
ま
た
、
開
放

的
処
遇
を
実
施
し
て
い
る
施
設
の
う
ち
、
調
査
時
に
お
い
て
、
休
日
に
お
け
る
面
会
を
制
度
的
に
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
十

五
施
設
に
つ
き
、
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
に
改
め
る
措
置
が
採
ら
れ
た
。 

御
質
問
の
よ
う
な
事
例
は
、
調
査
し
た
限
り
、
最
近
で
は
次
の
二
件
が
あ
る
。 

御
質
問
の
よ
う
な
事
例
は
、
調
査
し
た
限
り
、
見
当
た
ら
な
い
。 

七 

 



 

二
の
（
3
）
に
つ
い
て 

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
被
告
人
又
は
被
疑
者

と
弁
護
人
等
と
の
接
見
に
つ
い
て
は
、
立
会
を
付
さ
ず
、
時
間
も
制
限
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
余
の
場
合
に
は
、
時
間
を
三

十
分
以
内
と
し
た
上
、
行
刑
施
設
の
職
員
が
立
ち
会
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
再
審
開
始
決
定
が
な
さ
れ
る
前
の
受

刑
者
等
と
そ
の
弁
護
人
等
と
の
接
見
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
監
獄
法
第
五
十
条
及
び
監
獄
法
施
行
規
則
（
明
治

四
十
一
年
司
法
省
令
第
十
八
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
被
収
容
者
が
発
受
す 

 
 

る
信
書
は
、
所
長
が
こ
れ
を
検
閲
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る

国
際
規
約
（
昭
和
五
十
四
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
規
約
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
3
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

保
護
原
則
第
十
八
を
一
部
充
足
し
て
い
な
い
面
は
あ
る
が
、
被
収
容
者
の
身
柄
を
確
保
し
、
そ
の
拘
禁
の
目
的
に
応
じ
た

処
遇
を
行
う
等
の
行
刑
施
設
の
責
務
を
果
た
す
た
め
に
は
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
保
護
原
則
は
、 

そ
の
二
は
、
裁
判
所
か
ら
接
見
等
禁
止
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
被
告
人
が
弁
護
人
あ
て
に
発
信
を
願
い
出
た
信
書
中
に
、

接
見
等
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
て
た
内
容
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
部
分
の
発
信
を

不
許
可
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

八 

 



 

三
の
（
2
）
に
つ
い
て 

三
の
（
1
）
に
つ
い
て 

二
の
（
4
）
に
つ
い
て 

死
刑
執
行
と
法
務
省
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
一
年
一
月
二
十
六
日
内
閣
衆
質
一
四
四
第
一
号
）
三
の

（
4
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
死
刑
確
定
者
に
つ
い
て
は
、
心
情
の
安
定
に
配
慮
し
つ
つ
そ
の
身
柄
を
確
保
す

る
と
い
う
収
容
の
目
的
等
に
か
ん
が
み
、
面
会
や
信
書
の
発
受
に
一
定
の
制
約
を
設
け
、
あ
る
い
は
執
行
前
で
は
な
く
、
執

行
後
速
や
か
に
家
族
等
に
連
絡
す
る
取
扱
い
は
、
規
約
第
七
条
及
び
第
十
条
1
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る

が
、
御
指
摘
の
勧
告
は
一
つ
の
意
見
と
し
て
謙
虚
に
受
け
止
め
て
お
り
、
引
き
続
き
、
死
刑
確
定
者
に
対
し
適
正
な
処
遇
を

行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

行
刑
施
設
に
お
け
る
規
約
の
実
施
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
適
正
を
期
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
規
約
第
二
十
八
条
1

に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
人
権
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
見
解
を
一
つ
の
意
見
と
し
て
謙
虚
に
受
け
止
め
、 

 
 

改
善
す
べ
き
点
が
あ
れ
ば
改
善
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

勧
告
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
法
的
拘
束
力
は
な
い
。 

九 

 



 

四
の
（
1
）
に
つ
い
て 

御
質
問
に
係
る
被
収
容
者
の
領
置
物
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
九
年
法
務
省
令
第
三
十
八
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
は
、
各
行
刑
施
設
に
お
い
て
、
そ
の
限
ら
れ
た
人
的
、
物
的
状
況
の
下
で
、
被
収
容
者
間
の
処
遇
の
公
平
に
配
慮
し 

 
 

つ
つ
、
領
置
物
の
適
正
か
つ
良
好
な
管
理
を
図
る
た
め
、
被
収
容
者
一
人
当
た
り
の
領
置
物
の
総
量
並
び
に
被
収
容
者
の
自

弁
物
品
の
購
入
及
び
差
入
れ
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
次
の
理
由
か
ら
、
御
指
摘
の
監
獄
法
等
に
は
違

反
し
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、
一
般
に
、
行
刑
施
設
に
お
い
て
は
、
被
収
容
者
が
私
物
の
ノ
ー
ト
に
職
員
等
の
氏
名
等
を
記
入
す
る
こ
と
を
原
則

と
し
て
禁
じ
て
い
る
。 

御
質
問
に
係
る
在
監
者
が
使
用
す
る
訴
訟
関
係
資
料
の
う
ち
、
監
獄
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
「
裁
判
所
其
他
ノ
公
務

所
ヨ
リ
在
監
者
二
宛
テ
タ
ル
文
書
」
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
四
十
九
条
が
「
本
人
閲
読
ノ
後
之
ヲ
領
置
ス
」
と
規
定
し
て
い

る
趣
旨
を
勘
案
し
、
領
置
物
の
保
管
量
に
か
か
わ
ら
ず
領
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
、
一
人
当
た

り
の
領
置
物
の
総
量
の
中
に
含
め
て
取
り
扱
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

熊
本
刑
務
所
に
お
け
る
御
質
問
の
よ
う
な
事
例
は
、
調
査
し
た
限
り
、
見
当
た
ら
な
い
。 

一
〇 

 



 

規
則
は
、
領
置
物
を
保
管
、
管
理
す
る
た
め
の
領
置
倉
庫
の
保
管
能
力
や
そ
の
保
管
、
管
理
に
従
事
す
る
職
員
数
に
は
限

界
が
あ
り
、
特
に
、
特
定
の
被
収
容
者
が
多
量
の
領
置
物
を
有
す
る
た
め
領
置
倉
庫
の
保
管
能
力
が
限
界
に
達
し
、
領
置
物

の
適
正
か
つ
良
好
な
管
理
に
支
障
を
来
た
し
て
い
る
行
刑
施
設
も
あ
る
と
い
う
実
情
に
か
ん
が
み
、
監
獄
法
第
五
十
三
条
第

一
項
の
委
任
の
下
に
、
所
長
が
各
施
設
の
領
置
倉
庫
の
保
管
能
力
の
状
況
に
応
じ
て
被
収
容
者
一
人
当
た
り
の
領
置
物
の
総

量
を
定
め
、
そ
の
量
を
超
え
た
場
合
に
、
そ
の
者
の
購
入
又
は
差
入
れ
を
許
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
限
ら
れ
た
人
的
、
物
的
条
件
の
下
で
被
収
容
者
間
の
処
遇
の
公
平
に
配
慮
し
つ
つ
、
領
置
物
の
適
正
か
つ
良
好
な
管
理

を
図
る
た
め
、
必
要
か
つ
合
理
的
な
制
限
を
課
す
も
の
で
あ
る
。
規
則
に
基
づ
き
各
行
刑
施
設
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
被
収

容
者
一
人
当
た
り
の
領
置
物
の
総
量
は
、
相
当
量
の
保
管
を
可
能
と
す
る
合
理
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

規
則
は
、
監
獄
法
の
委
任
に
基
づ
き
領
置
物
の
適
正
か
つ
良
好
な
管
理
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
総
量
を
超

え
る
場
合
に
つ
い
て
自
弁
物
品
の
購
入
又
は
差
入
れ
を
制
限
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
領
置
物
を
強
制
的
に
廃
棄
す
る

こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
監
獄
法
第
五
十
一
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

御
指
摘
の
保
護
原
則
第
三
十
六
2
は
、
捜
査
中
又
は
公
判
中
の
者
で
逮
捕
又
は
抑
留
下
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
「
抑
留
の

目
的
の
た
め
に
、
捜
査
の
過
程
若
し
く
は
裁
判
の
実
施
に
対
す
る
妨
害
の
防
止
の
た
め
に
又
は
抑
留
の
場
所
の
安
全
及
び
秩 

一
一 

 



 

四
の
（
2
）
に
つ
い
て 

次
に
、
御
指
摘
の
規
約
第
十
四
条
3

(b)
に
規
定
す
る
「
防
御
の
準
備
の
た
め
に
十
分
な
時
間
及
び
便
益
を
与
え
ら
れ
並
び

に
自
ら
選
任
す
る
弁
護
人
と
連
絡
す
る
こ
と
。
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
規
則
は
、
訴
訟
関
係
資
料
を
閲
読
し
検
討
す
る 

 

こ
と
自
体
に
は
何
ら
制
限
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
一
人
当
た
り
の
領
置
物
の
総
量
の
範
囲
内
で
必
要
な
訴
訟
関
係

資
料
の
保
管
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
の
総
量
を
超
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
他
の
領
置
物
を
宅
下
げ
す
る
こ
と
な

ど
に
よ
り
領
置
ス
ペ
ー
ス
を
空
け
て
新
た
に
訴
訟
関
係
資
料
の
保
管
が
で
き
る
こ
と
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
規
約
第
十
四
条
3

(b)
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

序
の
維
持
の
た
め
に
厳
密
に
は
必
要
と
さ
れ
な
い
制
限
を
課
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
い
る 

 
が
、
規
則
は
、
前
記
の
と
お
り
各
行
刑
施
設
の
具
体
的
必
要
性
に
応
じ
た
合
理
的
制
限
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
保
護
原
則
に

違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。 

規
則
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
防
御
権
に
不
当
な
制
限
を
加
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
て
ま
い
り
た
い
。 

外
国
人
被
収
容
者
処
遇
の
改
善
を
図
る
た
め
、
例
え
ば
、
次
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。 

平
成
七
年
、
新
た
に
、
法
務
省
矯
正
局
総
務
課
に
国
際
企
画
官
を
置
き
、
国
際
関
係
事
項
に
係
る
も
の
の
調
査
及
び
企
画 

一
二 

 



 

四
の
（
3
）
に
つ
い
て 

被
収
容
者
に
対
す
る
本
人
が
理
解
で
き
る
言
語
に
よ
る
権
利
義
務
の
告
知
に
つ
い
て
は
、
別
表
三
に
計
上
し
た
よ
う
な
外

国
語
の
能
力
を
有
す
る
職
員
に
通
訳
さ
せ
、
当
該
施
設
に
通
訳
で
き
る
職
員
が
い
な
い
場
合
に
は
、
府
中
刑
務
所
及
び
大
阪

刑
務
所
の
国
際
対
策
室
や
近
隣
施
設
の
応
援
に
よ
り
通
訳
を
行
い
、
ま
た
、
在
日
外
国
大
使
館
職
員
等
外
部
協
力
者
の
確
保

に
努
め
て
職
員
が
対
応
で
き
な
い
部
分
を
補
完
す
べ
く
配
慮
し
て
い
る
ほ
か
、
被
収
容
者
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
外
国
語
に

翻
訳
し
た
冊
子
を
数
箇
国
語
分
用
意
し
て
お
き
、
こ
れ
を
交
付
す
る
な
ど
し
、
そ
の
徹
底
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

御
指
摘
の
保
護
原
則
第
十
四
に
違
反
す
る
状
態
に
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

同
年
、
府
中
刑
務
所
に
、
ま
た
、
平
成
九
年
、
大
阪
刑
務
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
国
際
対
策
室
を
置
き
、
外
国
人
被
収
容
者
の

処
遇
に
関
す
る
翻
訳
及
び
通
訳
に
関
す
る
事
務
並
び
に
外
国
人
被
収
容
者
の
処
遇
に
関
す
る
調
査
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡

調
整
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
て
い
る
。 

に
関
す
る
事
務
に
当
た
ら
せ
て
い
る
。 

行
刑
施
設
に
お
け
る
日
常
会
話
レ
ベ
ル
以
上
の
外
国
語
の
能
力
を
有
す
る
職
員
数
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
に
お
い
て
、

別
表
三
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
三 

 



 

五
の
（
3
）
に
つ
い
て 

五
の
（
2
）
に
つ
い
て 

五
の
（
1
）
に
つ
い
て 

三
の
（
1
）
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
行
刑
施
設
に
お
け
る
規
約
の
実
施
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
適
正
を
期
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
委
員
会
の
見
解
を
一
つ
の
意
見
と
し
て
謙
虚
に
受
け
止
め
、
改
善
す
べ
き
点
が
あ
れ
ば
改
善
を

図
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

監
獄
法
第
十
五
条
は
「
在
監
者
ハ
心
身
ノ
状
況
二
因
リ
不
適
当
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
外
之
ヲ
独
居
拘
禁
二
付
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
」
と
定
め
、
施
行
規
則
第
二
十
三
条
は
「
独
居
拘
禁
二
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
他
ノ
在
監
者
ト
交
通
ヲ
遮
断
シ
召
喚
、
運

動
、
入
浴
、
接
見
、
教
誨
、
診
療
又
ハ
巳
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
場
合
ヲ
除
ク
外
常
ニ
一
房
ノ
内
ニ
独
居
セ
シ
ム
可
シ
」
と
定
め

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
遇
は
、
被
収
容
者
の
人
格
等
を
十
分
尊
重
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
規
約
第
七
条
及
び
第
十

条
1
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

遵
守
事
項
は
、
各
行
刑
施
設
に
お
い
て
、
そ
の
長
が
定
め
、
当
該
施
設
の
被
収
容
者
に
対
し
告
知
し
、
冊
子
に
し
て
居
房

内
に
備
え
付
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
例
え
ば
、
「
逃
走
し
、
又
は
逃
走
を
企
て
て
は
な
ら
な
い
。
」
、 

一
四 

 



 

五
の
（
6
）
に
つ
い
て 

五
の
（
5
）
に
つ
い
て 

五
の
（
4
）
に
つ
い
て 

な
お
、
刑
務
官
に
対
し
て
は
、
被
収
容
者
の
人
権
の
尊
重
を
図
る
観
点
か
ら
、
各
種
の
研
修
に
お
い
て
、
被
収
容
者
の
権

利
保
障
及
び
権
利
制
限
に
係
る
研
修
、
被
収
容
者
の
人
権
に
関
す
る
条
約
等
に
係
る
研
修
及
び
主
な
人
権
問
題
に
係
る
研
修

を
実
施
し
て
い
る
。 

「
他
人
と
け
ん
か
若
し
く
は
口
論
し
、
又
は
す
る
こ
と
を
企
て
て
は
な
ら
な
い
。
」
な
ど
、
行
刑
施
設
の
規
律
及
び
秩
序
を 

 
維
持
し
、
被
収
容
者
の
安
全
で
平
穏
な
生
活
を
確
保
す
る
上
で
、
被
収
容
者
に
遵
守
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
な
事
項
を

分
か
り
や
す
く
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
。 

各
行
刑
施
設
に
お
い
て
は
、
遵
守
事
項
と
し
て
、
大
声
や
騒
音
を
発
す
る
な
ど
し
て
静
穏
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
定

め
て
お
り
、
被
収
容
者
の
声
を
発
し
た
行
為
が
、
こ
れ
に
反
す
る
規
律
違
反
行
為
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

御
指
摘
の
よ
う
な
懲
罰
が
科
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。 

御
質
問
の
よ
う
な
事
例
は
、
調
査
し
た
限
り
、
見
当
た
ら
な
い
。 

一
五 

 



 

五
の
（
7
）
に
つ
い
て 

監
獄
法
第
十
九
条
に
定
め
る
「
戒
具
」
の
一
種
で
あ
る
革
手
錠
を
被
収
容
者
に
対
し
て
使
用
す
る
際
、
革
手
錠
の
腕
輪
が

脱
落
す
る
の
を
防
止
す
る
た
め
に
金
属
手
錠
を
使
用
し
た
り
、
腰
部
に
使
用
す
る
バ
ン
ド
が
ぶ
ら
つ
く
こ
と
が
な
い
よ
う
ビ

ニ
ー
ル
ひ
も
で
固
定
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
苦
痛
を
増
す
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
革
手

錠
の
使
用
が
数
日
以
上
に
及
ぶ
事
例
も
あ
り
得
る
が
、
食
事
や
排
せ
つ
の
際
に
は
、
革
手
錠
を
一
時
解
除
し
た
り
、
緩
め
る

な
ど
の
措
置
が
採
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
措
置
を
採
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
に
は
、
職
員
が
介
添
え
し
て
お 

 

り
、
御
質
問
の
よ
う
な
「
口
だ
け
を
用
い
る
、
犬
食
い
、
垂
れ
流
し
状
態
と
な
る
」
こ
と
は
通
常
あ
り
得
な
い
。 

な
お
、
御
質
問
に
係
る
通
達
の
発
出
以
降
、
故
意
に
苦
痛
を
増
す
よ
う
な
使
用
方
法
を
行
っ
た
事
例
は
、
調
査
し
た
限 

 

り
、
見
当
た
ら
な
い
。 

御
質
問
に
係
る
判
決
は
、
当
該
事
案
に
お
い
て
、
保
護
房
内
で
、
両
手
後
ろ
の
方
法
に
よ
り
革
手
錠
及
び
金
属
手
錠
を
使

用
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
賠
償
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
上
告
を
提
起
し
な
か
っ

た
の
は
、
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
に
よ
る
改
正
前
の
民
事
訴
訟
法
（
明
治
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
三
百
九
十
四

条
及
び
第
三
百
九
十
五
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
上
告
理
由
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 
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